
作　業　再　開

「作業変更」に該当
(実施作業計画書がある場合は、
計画書が使用できる程度の変更)

「計画変更」に該当
（実施作業計画書が使用
できない程の変更）

リスクアセスメントに基づいた
作業内容の再検討・調整

（作業所・安責者・作業責任者（職長）） 変更内容の調整･確認
（所長が指名した元請工事担当者）

現地作業手順ＫＹ･作業再開前点検の実施

作業変更周知会
（作業所・安責者・作業責任者（職長）

以下全ての作業員）

関係者全員に納得させる

作業を一旦中断
（勝手な変更行為をしない）作業を中止

作業所長（元請社員）への
連絡・協議

作 業 変 更 の 発 生

作業を一旦中断し、
安責者・作業責任者（職長）に連絡

作業員の対応

計画変更の場合

【作業変更の具体例】

計画変更に該当

軽微な変更※

作業変更に該当
※軽微な変更とは
作業所長が災害リスク
が低いと判断したもの

変更内容の承認（作業所長）

作業指示を最前線の作業員まで正確に伝える「指揮命令系統」を確立することが大前提
作業変更は、作業所と安責者・作業責任者（職長）が情報を共有し、検討・協議の上対応する

作業所長が変更内容を判断

作業変更時のルール(フロー)

作業変更時のルール
（フロー）

「作業変更」とは、前日の予定と違う作業をすることであり、以下のようなケースを言う
(1)前日に打合せた作業以外の作業を行う場合（当日の予定にない作業を行う場合）
(2)前日の「工事・安全打合せ」の内容に対し、以下の事項が変更されること
①施工体制（作業を指揮する者、指揮命令系統）
②施工範囲・場所、時間

③作業方法、作業手順、使用機械
④災害防止のための措置

リスクアセスメントに基づい
た実施作業計画書を一次事
業者が安責者・作業責任者
（職長）と再作成

①人員や機械等が増減する変更
②混在作業での変更
③安全設備の取外しを伴う変更
④安全のために絶対に守らねばなら
ない手順に関する変更

※打合せ書に変更内容を朱書きし、
手順を明確にし作業責任者（職長）

がサインする※打合せ書に変更内容を朱書きし、
手順を明確にし作業責任者（職長）

がサインする

｢実施作業計画書｣とは、
工種別施工計画書、施工要
領書及び作業手順書をいう

●重点危険作業計画は、支店に
て再審査
●危険作業計画は、作業所長が
再審査

1） 作業内容が無理と感じたら
2） 作業内容が危ないと感じたら
3） 作業内容がおかしいと感じたら




